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裁判実務に携わっていない裁判官数

令和4年12月1日現在

最高裁判所の裁判所調査官については、上告審の
裁判実務に関与していることから、除外した。

判事 判事補 合計

最高裁事務総局 局 長

審議官

課長等

局付等

6

1

24

30 9

6

1

24

39

研修所（所長・教官等） 45 45

高等裁判所事務局長 8 8

合 計 114 9 123


